
山元町復興推進計画 

 
令和５年７月５日 
宮 城 県 山 元 町 

 
１．計画の区域 
  山元町全域 

 
２．計画の目標 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災において、本町では震度６

強を観測し、その後、発生した津波により、町域の３７．２％（２４ｋ㎡）が

浸水し、町全体の人口の約４％にあたる６３７人の尊い命が奪われた。 

また、町内全域において道路、鉄道、水道、電気等のインフラにも甚大な被

害をもたらした。住宅被害は４，４００棟にのぼり、事業所も全壊・流出等の

被害を受け、製造業の製造品出荷額は約３０％減少した。 

このような情勢を踏まえ、地域生活基盤の復旧を進め、町民生活に安定をも

たらし、本町経済の迅速な復興を実現するため、本町の中核的産業を担う立地

企業の製造設備の増強に向けた投資を支援することを通じて、地域経済活性化

と雇用機会の創出を図ることを目標とする。 

 
３．計画の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 

本町製造業における中核的産業である非鉄金属製品製造業について、既存

企業の設備投資等を支援し、雇用機会の創出及び町民生活の安定を図るととも

に、地域経済の活性化を促進する。 

 

４．計画の区域において、実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事

業の内容及び実施主体に関する事項並びに復興推進事業ごとの特別の措置の

内容 
「復興特区支援貸付事業」 
① 事業の内容 

本町に立地する岩機ダイカスト工業株式会社（以下「対象事業者」とい

う。）が、本町小平において、非鉄金属製品製造工場を増設するために必要

な資金を貸し付ける事業 
② 貸付けの対象となる事業が計画の目標を達成する上で中核となるもので 

あることの説明 
非鉄金属製品製造業は、本町製造業における年間出荷額の約４５．９％、

従業者数の約２４．２％（第１位）を占める本町の中核的産業である。 

 



また、本事業は、山元町の非鉄金属製品製造業の製造品出荷額の約  

７７．３％、従業者数の約９０．２％を占めることとなる対象事業者が実

施するものである。今般の工場増設により、さらに３人の新規雇用を見込

んでおり、本町の非鉄金属製品製造業の増強に果たす役割は大きいものと

なっている。 
これらに鑑みると、本事業は、雇用機会を創出するものであり、当町に

おける被災者の生活安定をもたらす当該計画の目標達成に大いに寄与する

ものである。 
③ 施行規則第２条に規定する該当事業 

施行規則第２条第６号  
④ 利子補給金の支給を受ける予定の金融機関名 

株式会社日本政策投資銀行、株式会社七十七銀行、 
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行 

⑤ 特別の措置 
当事業を実施する者に対して必要な資金（３億円以上）を貸し付ける指

定金融機関への復興特区支援利子補給金の支給（法第４４条の規定に基づ

く措置） 

 
５．当該計画の実施が当該計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当

該計画の区域の活力の再生に寄与するものである旨の説明 

当該計画の実施により、本町の非鉄金属製品製造業の主要企業である対象

事業者が工場を増設させることに伴い、町内の非鉄金属製品製造業を中心と

した製造業の活性化と技術向上につながり、製造業全体における売上高が増

加し、さらには新たに３人の雇用が見込まれることから、地域経済の活性化

が期待される。 
これらの効果は、本町における復興の円滑かつ迅速な推進と、雇用機会の

創出及び地域経済の活力再生に十分寄与するものである。 

 
６．その他 

本計画の策定に際し、法第４条第３項に基づき、宮城県の意見を聴取した。 
また、亘理山元商工会、宮城県、山元町、株式会社日本政策投資銀行、   

株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社七十七銀行、株式会社三井住友銀行、対

象事業者を構成員とする山元町復興推進協議会（地域協議会）において、法

第４条第６項に基づく協議（書面開催）を行った。 

 




